
様式１

（　環境部　）

契約担当課 件名 契約年月日
契約の相手方の
所在地及び名称

契約金額
（単位：円）

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

随意契約の理由

1 環境対策課

ガスクロマトグラ
フ質量分析計（Ｖ
ＯＣ用）保守点検
業務委託

令和4年4月1日
大分市新貝１１－１５
安武科学器械株式会社
大分営業所

1,144,000 ２号

ガスクロマトグラフ質量分析計は、製造事業者ごとに固有の技術で設計開
発された精密機器であり、製造事業者においてメンテナンス技術を習得し
た技術者でなければ保守点検や故障対応ができない。
したがって、製造事業者である株式会社島津製作所の大分市内唯一の代理
店である安武科学器械株式会社大分営業所と地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第２号の規定に基づき、随意契約するものである。

2 環境対策課

ガスクロマトグラ
フ質量分析計（農
薬用）保守点検業
務委託

令和4年4月1日

福岡県福岡市東区社領
３－１６－２６
㈱ジェイ・サイエンス
西日本

1,951,400 ２号

ガスクロマトグラフ質量分析計は、製造事業者ごとに固有の技術で設計開
発された精密機器であり、製造事業者においてメンテナンス技術を習得し
た技術者でなければ保守点検や故障対応ができない。
したがって、製造事業者であるサーモフィッシャーサイエンティフィック
株式会社でメンテナンス技術を習得した技術者を置いている、大分県内の
代理店である株式会社ジェイ・サイエンス西日本と地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号の規定に基づき、随意契約するものである。

3 ごみ減量推進課
指定ごみ袋減免シ
ステム機器及び運
用保守業務委託

令和4年4月1日

大分市金池町３-３-１
１
金池ＭＧビル
株式会社エイビス

528,000 ２号

本市では、家庭ごみ有料化制度にかかる負担軽減措置として減免対象者の
情報をシステム内に取り込み、指定ごみ袋を配達するためのデータを作成
し、その管理を行っている。このシステムは、平成27年度に株式会社エイ
ビスが新規開発により作成したものであり、本業務委託は、このシステム
を運用するにあたり問合せ対応、障害対応、データベース保守・解析等の
支援、操作研修など、速やかで正確な対応・復旧を必要とするものであ
り、本システムに熟知したものでなければ業務の対応は行えない。
このことから、本業務委託は契約の性質又は目的が競争入札に適さないと
認められ、業務の履行が可能な者はこのシステムを新規開発し熟知してい
る株式会社エイビスに限られる。

4 ごみ減量推進課
使用済小型家電再
生処理業務委託

令和4年4月1日
大分市大字下郡3260-
10　㈱環境整備産業

594,000 ２号

使用済小型家電再生処理業務委託については、国が定める「使用済小型電
子機器等の再資源化の促進に関する法律」により、環境大臣の認定を受け
た認定事業者と契約する必要があり、「使用済小型電子機器等の回収に係
るガイドライン」によっては、地域に根付いた回収業者の有効活用を図る
よう配慮が求められている。
このような中、大分市内に事業所を有している認定事業者は「株式会社環
境整備産業」と「ＪＸ金属商事株式会社　九州支店」であるが、本市にお
ける回収方式である拠点回収方式に対応できる事業者は「株式会社環境整
備産業」のみであることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
１号の規定により随意契約及び大分市契約事務規則４１条第２項第７号の
規定により１者見積もりにより施行した。

随意契約の契約状況表
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5 ごみ減量推進課
リサイクル可能な
家具・自転車等再
生業務委託

令和4年4月1日

大分市金池町3丁目2番
3号
公益社団法人大分市シ
ルバー人材センター

4,134,240 ３号

リサイクル可能な家具・自転車等再生業務委託については、平成18年5月
31日付で、（仮称）大分市リサイクルプラザ管理運営体制検討協議会（委
員長佐藤誠治）から、高齢者福祉を図るとともに就労の場を確保する目的
で、シルバー人材センターへの委託業務が望ましいと市長宛の報告があっ
た。
シルバー人材センターについても、放置自転車等の修理販売等を従来から
行っており、当業務の遂行に関する能力を十分有していると思われるた
め。
※単価契約　1時間あたり957円

6 ごみ減量推進課
令和4年度4R推進
普及啓発企画運営
業務委託

令和4年6月16日
大分市新栄町3番4号
(株)OBSメディア２１

2,500,000 ２号
「令和4年度4R推進普及啓発企画運営業務に係るプロポーザル実施要領」
により書類、プレゼンテーション、ヒアリング審査を実施し、選考の結果
（株）OBSメディア２１が受託業者と決定したため。

7 廃棄物対策課

令和4年度産業廃
棄物情報管理シス
テム保守・運用支
援業務委託

令和4年4月1日
株式会社オーイーシー
大分県大分市東春日町
17－57

891,000 ２号

本システムは、令和2年度、株式会社オーイーシーが導入したシステムで
あり、このシステムを運用するにあたり問合せ対応、障害対応、データ
ベース保守・解析等の支援、操作研修など、速やかで正確な対応・復旧を
必要とするが、本システムに精通したものでなければこれらの対応は行え
ない。
本業務を適切かつ確実に行えるのは、本システムを導入するとともにシス
テム内容を熟知する株式会社オーイーシーを除いてほかにない。
ついては、本業務を地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、株式
会社オーイーシーと随意契約致したい。

8 廃棄物対策課
不法投棄監視カメ
ラ保守点検業務委
託

令和4年4月1日

エクシオグループ株式
会社　九州支店
福岡県福岡市南区玉川
町7－8

561,000 ２号

本不法投棄監視カメラシステムは、平成24年度より導入し運用を行ってい
るが、機器の正常な動作を維持していくためには、システムの保守点検が
不可欠である。
今回、保守点検を要する監視カメラシステムは、基地局に撮影記録バック
アップサーバー（保存用）や無停電電源装置を必要としない外部管理シス
テムを使用しており、当該システムを適切かつ確実に保守できるのは、開
発者である（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州支社より保守業者に指定
されているエクシオグループ(株）九州支店を除いてほかにない。
ついては、エクシオグループ（株）九州支店と地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号の規定に基づき随意契約致したい。
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9 清掃施設課
佐野清掃センター
清掃工場運転管理
業務委託

令和4年4月1日

北九州市戸畑区大字中
原46-59
日鉄環境エネルギーソ
リューションズ㈱

391,891,500 ２号

平成１５年４月１日より使用開始した佐野清掃センター清掃工場の操業及
び日常保守点検業務を安全かつ円滑に行うための随意契約理由は、以下の
通りであります。
１．焼却設備(シャフト炉式ガス化溶融炉)等の故障や事故を未然に防ぐこ
とが、操業及び保守管理の基本です。清掃工場の正常な運転を確保するた
めには、通常運転時において発生する設備機器の様々な消耗や損傷を最小
限にくいとめ、故障や事故を未然に防ぐ操業及び保守管理を行うことが重
要であります。主要設備である焼却設備等は、日本製鉄株式会社の特融設
備となっており、それぞれの設備構造、機能を熟知した本施設のプラント
メーカーである日本製鉄株式会社の系列メーカーである日鉄環境エネル
ギーソリューション株式会社(以下「系列メーカー」という)の操業及び保
守管理により、焼却設備等の性能維持と安全な運転管理の確保が可能であ
ります。
２．工事責任と保守管理責任の明確化を図る必要があります。佐野清掃セ
ンター清掃工場建設工事請負契約書では、「瑕疵担保責任期間(４年)及び
それ以降においても重大な疑義と本市が判断した場合、受注者は機能の確
認を行い、性能を満足するよう必要な改善を行うものとする。」と規定さ
れており、操業及び保守管理を系列メーカー以外が行った場合、故障等の
原因が設計施工及び材質など工事上の欠陥なのか、又は保守管理に問題が
あったのか責任の所在が不明確となり、トラブルを生じる恐れがありま
す。
３．故障発生の場合、迅速かつ的確な対応が必要です。故障発生の場合、
系列メーカーであれば特殊部品の調達、取替えが円滑に行われ、更に全国
的な情報網により設備機器に関するノウハウを有しているため、迅速かつ
的確に対応ができます。しかしながら系列メーカー以外では、設備機器の
構造、機能及び性能に熟知していないことから、原因の調査、対策が遅滞
し重大な故障につながる危険性があり、ひいてはごみ処理に支障をきたし
市民サービスの低下を招くことになります。
以上のことにより競争入札に付することが適さないと考えられますので、
地方自治法施行令第１６７条の２第1項第2号の規定に基づいて、本施設の
プラントメーカーである日本製鉄株式会社の系列メーカーである日鉄環境
エネルギーソリューション株式会社と随意契約をいたしたい。
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10 清掃施設課
佐野清掃センター
エレベータ保守点
検業務委託

令和4年4月1日

福岡市中央区長浜2-4-
1
東芝エレベータ㈱九州
支社

3,234,000 ２号

本委託は、佐野清掃センターのエレベータの正常且つ良好な運転状態を保
つための点検業務を行うものです。
業務の履行に当たっては、製造メーカーでなければ調達困難な部品や部材
等があり、取替についても特殊な技術や高度な専門知識が不可欠でありま
す。
したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入
札に適さないため東芝エレベータ株式会社と随意契約にて施行いたした
い。

11 清掃施設課
佐野清掃センタ－
自動扉開閉装置保
守点検業務委託

令和4年4月1日

大分市広瀬町2丁目1番
36号
オリエント産業株式会
社　大分支店

804,100 ２号

本委託は、佐野清掃センターのプラットホーム・見学者用玄関・多目的ト
イレの自動扉の点検業務を行うものです。
実施に当たっては既設関連施設に精通して、計画的管理を行う必要があり
ます。また、取替部品によってはメーカー保証のものもあるため、部品購
入及び施工を一貫して行うことで、より安全・円滑な施工が確保されま
す。
なお、本施設設備の製造メーカーである株式会社ナブコの代理店業者であ
る大分ナブコ株式会社は合併により事業をオリエント産業株式会社へ移管
しており、移管された事業に係る技術や知識等の全てを承継しています。
よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき、
オリエント産業株式会社大分支店と随意契約いたしたい。

12 清掃施設課
佐野清掃センター
清掃工場飛灰処理
業務委託

令和4年4月1日
大牟田市新開町2丁目1
三池製錬・藤澤環境開
発共同企業体

48,950
（単価契約：円

/t）
２号

本委託は、佐野清掃センター清掃工場から発生する飛灰を有効な資源とし
て資源化処理を行う業務であります。
九州地区で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などの関係法令等を遵守
し、飛灰を安定的且つ安全に資源化処理を行うことが可能で、佐野清掃セ
ンター清掃工場から発生する全量の飛灰が年間を通して資源化処理できる
施設能力を有する施設としては、福岡県大牟田市にある三池製錬㈱の資源
化施設以外にはありません。
したがって、飛灰の資源化を行う資源化施設である三池製錬㈱と、三池製
錬㈱と飛灰の運搬を業務提携している藤澤環境開発㈱の三池製錬・藤澤環
境開発共同企業体と、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
り随意契約にて施行いたしたい。
※単価契約　\48,950/飛灰1ton当り
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13 清掃施設課
関崎清浄園浸出水
処理施設運転管理
業務委託

令和4年4月1日
大分市大字佐賀関2232
の18
有限会社　曲浦産業社

5,181,000 ２号

本業務委託は、関崎清浄園浸出水処理施設の運転管理を委託するものであ
ります。
本処理施設は、平成11年度より業務を開始した関崎清浄園埋立場に併設さ
れた施設で、埋立場より排出された浸出水を処理し、公共水域（瀬戸内
海）へ放流している重要な施設であります。この海域は、日本でも有数の
漁場であり、地元の漁協や海上保安庁などにより、厳しく監視されている
場所でもあります。したがって、本施設の運転管理には細心の注意と高度
な知識を必要とし、また緊急時には素早い対応も求められます。
以上の理由より、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に
より競争入札に適さないため、埋立場の開設以来埋立業務及び浸出水処理
施設の運転管理や保守点検の業務に携わり高度な知識や経験を有し、施設
の整備にも精通しており、また事業所が佐賀関地区にあり緊急時にも素早
い対応が可能であることから、有限会社　曲浦産業社と随意契約にて施行
いたしたい。
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14 清掃施設課
福宗環境センター
清掃工場運転管理
等業務委託

令和4年4月1日

重環オペレーション株
式会社
長崎県長崎市興善町2
番21号

¥335,676,000 ２号

本業務は、福宗環境センター清掃工場の焼却炉・灰固化設備（灰クレーン
操作・灰運搬含む）等の運転操作・保守点検整備等の維持管理業務を委託
し、効率的な運転管理を行うものである。
工場の正常な運転を確保するためには、通常運転時において発生する設備
機器の様々な消耗や損傷を最小限にくいとめ、故障や事故を未然に防ぐ保
守管理を行うことが重要である。
本施設は、性能発注事業で、責任設計、責任施工で建設されており、建設
工事請負契約書では、「瑕疵担保責任期間（３年間）以降においても重大
な疑義と本市が判断した場合、受注者は機能の確認を行い、性能を満足す
るよう必要な改善を行うものとする。」と規定されており、運転管理を本
施設のプラントメーカーである三菱重工業株式会社の系列メーカー以外が
行った場合、故障等の原因が設計、施工及び材質など工事上の欠陥なの
か、又は運転管理に問題があったのか責任の所在が不明確となり、トラブ
ルを生じる恐れがある。
主要設備である焼却設備等は、三菱重工業株式会社の特有設備となってお
り、それぞれの設備構造、機能を熟知した系列メーカーの運転管理によ
り、焼却設備等の性能維持と安全な運転の確保が可能である。
焼却設備等で故障が発生した場合、系列メーカーであれば、特殊部品の調
達、取替が円滑に行われ、更に全国的な情報網による設備機器に関するノ
ウハウを有しているので、迅速かつ的確な対応ができます。しかし、系列
メーカー以外では、設備機器の構造、機能及び性能に熟知していないこと
から、原因の調査、対策が遅滞し、重大な故障につながる危険性があり、
ひいてはごみ処理に支障をきたし、市民サービスの低下を招くことにな
る。
各処理設備は、システム構成上相互に緊密に関連を有しており、安定した
確実な運転管理を継続的に行うためには、焼却システムを完全に理解して
いること、即ち、設計施工の技術ノウハウが確実に運転管理に反映される
ことが最も重要である。
本施設のプラントメーカーである三菱重工業株式会社の系列メーカーであ
る重環オペレーション株式会社は、三菱重工業株式会社が建設した環境衛
生施設の維持管理業務を行う専門業者である。さらに、三菱重工業株式会
社から技術面において全面的なバックアップを受けることや施工上の経
験、知識等を充分得ることが可能であり、極めて円滑で適正な業務の執行
が確保できる唯一の業者である。
従って、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、重環オペ
レーション株式会社と随意契約するものである。
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15 清掃施設課

福宗環境センター
清掃工場エレベー
ター保守点検業務
委託

令和4年4月1日

三菱電機ビルテクノ
サービス株式会社九州
支店
福岡県福岡市博多区住
吉1-2-25

¥1,953,600 ２号

本業務委託は、福宗環境センター清掃工場に設置しているエレベーターを
正常、且つ良好な運転状態に保つことを主目的とするものである。
実施に際しては、特殊な技術や高度な知識が不可欠であることに加え、地
震発生等による緊急停止からの復旧には本設備に精通している必要があ
る。また、既設設備と密接不可分の関係から、点検後の性能、作動状態、
耐寿命に対しての保証など、本業務に対して一貫して責任を持たせること
が重要になる。
したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入
札に適さないため、本設備の製造・施工業者である　三菱電機ビルテクノ
サービス株式会社　九州支社と随意契約するものである。

16 清掃施設課

福宗環境センター
清掃工場自動扉開
閉装置保守点検業
務委託

令和4年4月1日

オリエント産業株式会
社　大分支店
大分市広瀬町二丁目1
番36号

¥792,000 ２号

本業務委託は、福宗環境センター清掃工場に設置している自動扉開閉装置
の保守点検を行うものである。
プラットホーム出入口の自動扉は、プラットホーム及びごみピットから発
生する臭気に対し、工場建屋外への拡散を防止する上で重要な役割を果た
すものである。
扉に不具合が生じた場合、ごみ収集車がプラットホームに進入不可能とな
り、ごみ受入れ業務に支障を来すほか、臭気が周辺地域に拡散する事態も
考慮される。このため、自動扉の円滑な運転の確保と、故障発生等の際に
早急な対応、復旧を行う必要がある。
そのため施行にあたっては、既設自動扉に対する高度な知識と練度の高い
技術が不可欠であるとともに、本設備の関連機器等を熟知している必要が
ある。また、補修部品等についても即時に調達できることが重要であり、
これらに対応可能な製造業者あるいはその関連会社であることが必要であ
る。
なお、本施設設備の製造メーカーである株式会社ナブコの代理店業者であ
る大分ナブコ株式会社は合併により事業をオリエント産業株式会社へ移管
しており、移管された事業に係る技術や知識等の全てを承継している。
従って、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、オリエン
ト産業株式会社大分支店と随意契約するものである。
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17 清掃施設課
福宗環境センター
清掃工場焼却灰処
理業務委託

令和4年4月1日

太平洋セメント・龍南
運送共同企業体
代表構成員　太平洋セ
メント株式会社九州支
店
福岡県福岡市博多区住
吉1丁目2番25号

\27,500-/
焼却灰1tonあた

り
２号

本委託は、福宗環境センター清掃工場から発生する焼却灰を有効な資源と
して資源化処理を行う業務である。
大分県内で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などの関係法令等を遵守
し、焼却灰を安定的且つ安全に資源化処理が行うことが可能で、福宗環境
センター清掃工場から発生する焼却灰が年間を通して資源化処理できる施
設能力を有する施設としては、大分県津久見市にある太平洋セメント株式
会社　大分工場（津久見）の資源化施設以外にない。
従って、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、焼
却灰の資源化施設を保有する太平洋セメント株式会社九州支店と、太平洋
セメント株式会社と焼却灰の運搬を業務提携している龍南運送株式会社の
太平洋セメント・龍南運送共同企業体と随意契約するものである。

18 清掃施設課
福宗環境センター
清掃工場管理部分
清掃業務委託

令和4年4月1日
舟ケ平地区自治会
大分市大字野津原2470
番地の2

¥2,749,000 ２号

福宗環境センター清掃工場は、由布大分環境衛生組合が舟ｹ平地区の地権
者から取得した用地に、昭和５０年、大分市が清掃工場を建設し、大分市
と旧大分郡３町（庄内、挾間、野津原）との可燃ごみの広域処理を開始し
た。
さらに平成９年、隣接地に新工場を建設し、現在は、大分市と由布市との
可燃・不燃ごみの広域処理を行っている。
このように、迷惑施設である清掃工場を地域として受け入れていただいて
おり、今後の清掃工場の建替えなどを視野に入れるとき、地域に対しては
十分な配慮が必要である。
工場建設にあたっては、地元である舟ケ平地区から要望書が出され、この
中で実現可能な事項について、逐次、対応してきたところである。
特に、清掃工場での職員としての採用については、臨時職員、嘱託職員な
どで対応しているが、清掃工場内の清掃業務についても、日常の軽微な部
分については、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき舟
ケ平地区自治会と随意契約するものである。

19 清掃施設課

福宗環境センター
リサイクルプラザ
エレベーター保守
点検業務委託

令和4年4月1日

フジテック株式会社西
日本支社九州支店
福岡県福岡市博多区綱
場町4-1

¥1,454,640 ２号

業務委託は、福宗環境センターリサイクルプラザの工場棟及びプラザ棟に
設置しているエレベーターを正常、且つ良好な運転状態に保つことを主目
的とするものです。
業務に際しましては、製造業者・施工業者でなければ調達困難な部品や部
材等もあり、また、点検整備・調整に際しても、特殊な技術や高度な知識
が不可欠であり、本設備に熟知した技術が必要とされます。
従って、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、本設備の
製造・施工業者であるフジテック株式会社西日本支社九州支店と随意契約
するものである。
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20 清掃施設課
使用済み乾電池等
処理業務委託

令和4年4月1日
野村興産株式会社
東京都中央区日本橋堀
留町2丁目1番3号

\112.2-/
使用済乾電池等

1kgあたり
２号

本業務委託は、福宗環境センターリサイクルプラザに収集・保管されてい
る使用済み乾電池等を、鉄や亜鉛、マンガンに再資源化するとともに、異
物として混入したボタン電池等に含まれる水銀についても回収・再資源化
を行うものです。
業務に際しては、水銀使用廃製品の適正な処理を行う必要があり、環境省
から出された「家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライ
ン」の内容に沿った処理を行うことが求められます。
このガイドラインの内容を満たす処理を行っているのは、水銀含有廃棄物
の処理を中心に廃棄物処理事業を行ってきた野村興産株式会社イトムカ鉱
業所のみです。
従って、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき
野村興産株式会社と随意契約するものである。

21 清掃施設課

福宗環境センター
リサイクルプラザ
管理部分等清掃業
務委託

令和4年4月1日
大分市障害者就労支援
協議会
大分市片島8-4-2

¥3,300,000 ２号

本業務は、福宗環境センターリサイクルプラザ及びエコライフプラザの清
潔な環境を維持するための清掃を行うものである。
福宗環境センターリサイクルプラザの管理運営体制については、平成18年
5月31日、外部の学識経験者等を交えた大分市リサイクルプラザ管理運営
体制検討協議会より、「障がい者自立支援の観点から、授産施設等と業務
委託契約を締結し、知的障がい者の就労の場を確保することが望まし
い。」との意見具申を受けた。
そのため、本市においても、平成18年に制定された「障害者自立支援法」
の基本理念に基づき、知的障がい者の地域生活と就労を進める自立支援へ
の取り組みを行っている。
従って、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、福宗環境
センターリサイクルプラザの管理運営を目的に授産施設が連携し設立され
た、大分市障害者就労支援協議会と随意契約するものである。
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22 清掃施設課
使用済み蛍光管類
処理業務委託

令和4年4月1日

株式会社ジェイ・リラ
イツ
福岡県北九州市若松区
響町一丁目62番地の17

\138.6-/
使用済蛍光管類

1kgあたり
２号

本業務委託は、福宗環境センターリサイクルプラザに収集・保管されてい
る使用済み蛍光管類を、ガラスやアルミニウムなどに再資源化するととも
に、蛍光管類に含まれる水銀についても回収・再資源化を行うものであ
る。
業務にあたっては、水銀使用廃製品の適正な処理を行う必要があり、環境
省から出された「家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドラ
イン」の内容に沿った処理を行うことが求められる。
このガイドラインの内容を満たす処理を行い、福宗環境センターリサイク
ルプラザから搬出される使用済み蛍光管類が年間を通して適正に処理でき
る施設能力を有する施設としては、九州地区内では北九州市にある株式会
社ジェイ・リライツ以外にない。
従って、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、株
式会社ジェイ・リライツと随意契約するものである。

23 清掃施設課

福宗環境センター
リサイクルプラザ
日常保守管理等業
務委託

令和4年4月1日
島産業株式会社
香川県観音寺市中田井
町1番地

¥87,595,200 ２号

本業務は、福宗環境センターリサイクルプラザの破砕・選別設備等の運転
操作・保守点検整備等の維持管理業務を委託し、効率的な保守管理を行う
ものである。
リサイクルプラザの正常な運転を確保するためには、通常運転時において
発生する設備機器の様々な消耗や損傷を最小限にくいとめ、故障や事故を
未然に防ぐ保守管理を行うことが重要である。
本施設は、平成17、18年度の2年間の廃棄物処理施設整備事業（国庫補助
金事業）として平成19年3月に完成したもので、プラント設備等について
は、島産業株式会社が施工しているため、保守管理を本施設の施工業者で
ある島産業株式会社以外が行った場合、故障等の原因が施工及び材質など
工事上の欠陥なのか、又は保守管理に問題があったのか責任の所在が不明
確となり、トラブルを生じる恐れがある。
本施設の処理設備は、システム構成上相互に緊密に関連を有しており、日
常保守管理については、施設全体の構造、機能等を熟知し、各機器に精通
していることが施設の保守管理上最も重要であり、これにより施設の性能
維持と安全な運転の管理が可能である。
破砕設備等で故障が発生した場合、施工業者であれば特殊部品の調達、取
替が円滑に行われ、迅速かつ的確な対応ができる。しかし、施工業者以外
では設備機器の構造、機能及び性能に熟知していないことから、原因の調
査、対策が遅滞し、重大な故障につながる危険性があり、ひいては資源化
リサイクルに支障をきたし、市民サービスの低下を招くことになる。
従って、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、本施設の
施工業者である島産業株式会社と随意契約するものである。
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24 清掃施設課

福宗環境センター
リサイクルプラザ
高速破砕機外点検
整備業務委託

令和4年5月25日
島産業株式会社
香川県観音寺市中田井
町1番地

¥105,490,000 ２号

本業務委託は、福宗環境センターリサイクルプラザ高速破砕機外点検整備
業務委託を行い、施設の性能維持を目的とするものである。
本施設においては予備のラインを持っていないため、ライン上の機器の不
具合・故障等が発生した場合、ごみ処理ラインの停止につながり、故障機
器を復旧させるまでごみ処理を再開することができない。加えてごみ貯留
ヤードの容量が限られているため、処理が停滞するとごみの受入れが不可
能となり、市民生活に重大な影響を及ぼしかねない。
そのため不燃粗大ライン以外を構成する指定の部品を一定期間毎に点検し
取替、整備を行い性能維持が必要である。
委託にあたっては、当該設備の施工業者でなければ調達困難な部品があ
り、また機器相互が関連したシステムであるため、本施設のシステム全体
に精通していることが必要とされる。
従って、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により競争
入札に適さないため、本施設の機械設備の施工業者であり、本施設の保守
管理を請負っている島産業株式会社と随意契約するものである。

25 清掃施設課

福宗環境センター
清掃工場 塩化水
素濃度計及びばい
じん濃度計点検整
備業務委託

令和4年6月24日
西川計測株式会社九州
支社
大分市高城本町5-3

¥2,706,000 ２号

本業務委託は、当センター清掃工場内に設置されている塩化水素濃度計及
びばいじん濃度計の点検整備業務委託である。
業務の履行に当たっては，製造メーカーでなければ調達困難な部品や部材
等があり、取替えについても特殊な技術や高度な専門知識が不可欠であ
る。
したがって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により
競争入札に適さないため、塩化水素濃度計及びばいじん濃度計メーカーで
ある京都電子工業㈱の大分代理店である 西川計測株式会社九州支社と随
意契約するものである。

26 清掃施設課

福宗環境センター
清掃工場灰クレー
ンバケット点検整
備業務委託

令和4年4月27日

㈱福島製作所下関営業
所
山口県下関市一の宮町
2-13-2

¥8,470,000 ２号

本業務委託は、当センター清掃工場内に設置されている灰クレーンバケッ
トの点検整備業務である。
施行にあたっては、特殊な技術や高度な知識が不可欠で、品質機能保障を
含め、本機器の構造に精通している必要があり、また点検整備に要する部
分は部品調達困難な特殊部品が多く、本機器の製造業者でなければ調達困
難な部品や部材等もある。
したがって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により
競争入札に適さないため、本機器の製造業者である 株式会社福島製作所
下関営業所と随意契約するものである。
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27 清掃施設課

福宗環境センター
清掃工場ポスト型
カードリーダー盤
点検整備業務委託

令和4年6月8日

ＪＦＥアドバンテック
㈱九州支店
福岡県福岡市博多区店
屋町1-35

¥20,317,000 ２号

本業務委託は、福宗環境センター清掃工場ポスト型カードリーダー盤等の
点検整備を行うものである。
実施にあたっては、特殊な技術や高度な知識が不可欠で、安全性の確保、
ごみ受入設備との関連もあり、本設備に熟知している必要があります。
また、機器の中には通常調達困難な特殊部品が多く、納入設置業者でなけ
れば調達できない部品及びソフトウェアもあります。
従って、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入札に
適さないため、ソフトウェアの構築及びシステム納入設置業者である
JFEアドバンテック株式会社九州支店と随意契約するものである。

28 清掃施設課

福宗環境センター
リサイクルプラザ
ポスト型カード
リーダー盤点検整
備業務委託

令和4年6月15日
㈱エクセム
大分市大字三佐字山ノ
神966-1

¥16,500,000 ２号

本業務委託は、福宗環境センターリサイクルプラザのポスト型カードリー
ダー盤等の点検整備を行うものである。
実施にあたっては、特殊な技術や高度な知識が不可欠で、安全性の確保、
ごみ受入設備との関連もあり、本設備に熟知している必要があります。
また、機器の中には通常調達困難な特殊部品が多く、納入設置業者でなけ
れば調達できない部品及びソフトウェアもあります。
従って、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入札に
適さないため、ソフトウェアの構築及びシステム納入設置業者である　株
式会社エクセムと随意契約するものである。

29 清掃施設課
福宗環境センター
清掃工場電話設備
点検整備業務委託

令和4年6月16日
柳井電機工業㈱
大分市弁天2-7-1

¥5,335,000 ２号

本業務委託は、福宗環境センター清掃工場における電話設備の整備を行
い、各施設に設置された電話機及びPHS及び電話交換機の機器機能の性能
維持を図るとともに、延命を目的とするものである。
清掃工場の電話設備が故障した場合は、外部との連絡手段が取れなくなる
ことや工場内の緊急時の連絡手段がなくなる場合も考えられ、電話設備は
運転管理上においても重要な設備であるため、点検や整備や更新を行う必
要がある。
点検整備には、電話交換機を中心とした各端末(電話機、PHS)の性能や交
換機内線データの設定において電話設備全体のシステムを熟知した上で整
備を行わなければなりません。
したがって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定によ
り、電話設備のメーカーである株式会社日立製作所の特約店である柳井電
機工業株式会社と随意契約するものである。
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30 清掃施設課

福宗環境センター
リサイクルプラザ
電話設備点検整備
業務委託

令和4年6月16日
柳井電機工業㈱
大分市弁天2-7-1

¥5,115,000 ２号

本業務委託は、福宗環境センターリサイクルプラザにおける電話設備の点
検整備を行い、各施設に設置された電話機及びPHS機器の性能維持を目的
とするものである。
リサイクルプラザの電話設備が故障した場合は、外部との連絡手段が取れ
なくなることや工場内の緊急時の連絡手段がなくなるため、電話設備は運
転管理上においても重要な設備であり、定期的な点検整備を行う必要があ
る。
点検整備には、電話交換機を中心とした各端末(電話機、PHS)の性能や交
換機内線データの設定において電話設備全体のシステムを熟知した上で点
検整備を行わなければなりません。
したがって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定によ
り、既設電話設備のメーカーである(株)日立製作所の特約店である柳井電
機工業株式会社と随意契約するものである。

31 清掃施設課
大洲園処理場自家
用電気工作物保安
管理業務委託

令和4年4月1日

大分市大字三芳1159番
地1
一般財団法人九州電気
保安協会大分支部

402,600 ２号

本委託は、本処理場の自家用電気工作物の保安管理業務を行うもので、年
間契約で実施するものであります。
本処理場の電気工作物の工事・維持及び運用に関する保安を確保するた
め、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号、以下法という。）第４２条
第１項の規定に基づき、保安規程を定めています。この保安規程の基準を
遵守するためには、有資格者並びに各種点検器具及び試験器具等を保有し
ており、また停電点検は短時間での作業が要求されるため、作業に習熟
し、豊富な経験・点検実績等を有する技術者が多数必要なことが不可欠と
考えられます。
したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入
札に適さないため、緊急時の迅速な対応が可能である一般財団法人九州電
気保安協会大分支部と随意契約いたしたい。

32 清掃施設課
大洲園処理場自動
扉開閉装置保守点
検業務委託

令和4年4月1日

大分市広瀬町2丁目1番
36号
オリエント産業株式会
社大分支店

1,137,400 ２号

本業務委託は、施設の投入室に設置している四重構造からなる臭気対策用
の自動扉開閉装置の点検整備を行うものです。
実施に当たっては既設関連施設に精通して、計画的管理を行う必要があり
ます。また、取替部品によってはメーカー保証のものもあるため、部品購
入及び施工を一貫して行うことで、より安全・円滑な施工が確保されま
す。
なお、本施設設備の製造メーカーである株式会社ナブコの代理店業者であ
る大分ナブコ株式会社は合併により事業をオリエント産業株式会社へ移管
しており、移管された事業に係る技術や知識等の全てを承継しています。
よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、オリエ
ント産業株式会社大分支店と随意契約いたしたい。
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33 清掃施設課
大洲園処理場計量
器保守点検業務委
託

令和4年5月25日

大分市大字三佐字山ノ
神
966番地1
株式会社エクセム

1,226,500 ２号

本委託は、大洲園処理場計量器の保守点検業務を行うものであります。
本委託の施行にあたっては、当処理場のトラックスケール及びデータ処理
装置並びにプログラムは、ＪＦＥアドバンテック(株)が開発、製作した特
殊な計器装置であり、保守点検にあたってはメーカー及びその代理店以外
は行うことが困難であります。
また、精密機器の整備経験及び知識を特に必要とする業務であるため、設
備はもとより現場の状況等にも精通していることが不可欠です。
したがいまして、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競
争入札に付することが適さないものであります。よって、本設備の製造
メーカーであるＪＦＥアドバンテック(株)の代理店である(株)エクセムと
随意契約にて施行いたしたい。

34 清掃施設課
大洲園処理場ＵＶ
計点検業務委託

令和4年5月26日
大分市高城本町5番3号
西川計測株式会社九州
支社

499,840 ２号

本業務委託は、本処理場に設置されているＵＶ計の点検業務を行い、機能
維持の確保を目的とするものであります。
本委託の施行にあたっては、当該機器類は本処理場の運転監視に密接に関
連しているため、本処理場の運転制御や現場の状況に精通していることが
必要であり、当該機器類に関する高度な知識や特殊な技術が不可欠で、施
行に関する豊富な経験と知識が必要とされます。また、点検に関する技術
的支援や交換部品の調達等で、製造メーカーである横河電機(株)もしくは
その代理店以外に本委託を行わせることは極めて困難であります。
したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入
札に適さないため、計器の製造メーカーである横河電機(株)の代理店であ
る西川計測(株)九州支社支と随意契約にて施行いたしたい。

35 清掃業務課
ごみ収集管理シス
テム保守業務委託

令和4年4月1日
大分市東春日町１７－
５７
（株）オーイーシー

3,190,000 ２号

本業務委託のサーバ、システム等の保守点検変更は、一つの
ミスにより様々な障害を発生させる可能性があり、このよう
な作業を行ううえでは、影響を及ぼすことのないよう、遺漏
なく確実に作業することが求められる。そのため、本業務の
履行が可能な者は、本システムの構築を行い、既存環境の使
用等細部にわたり熟知している（株）オーイーシーに限られ
る。
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